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第34回定時評議員会･第３9回理事会

平成25年５月20日(火)午後4時30分開会

法曹会館高砂の間(２階）

宮原会長挨拶

本日は当財団第34回定時評議員会及び第３9回理事会開催にあたり、ご多忙中のとこ

ろお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。

議事に先立ちまして、私から一言ご挨拶を申し上げます。当財団は1996年に設立以

来、17年を経過し、１８年目に入りました。４月１日にはおかげさまで、公益財団法人

となりましたが、所期の目的に沿い法制度整備支援を中心として、各事業ともほぼ

順調に実施してきております。

これら事業の実施運営にあたりましては、法務省やJICAをはじめとする政府関係機

関並びに当財団役員、会員企業、また学術関係者の皆様のご指導とご尽力のおかげ

であり、この場をお借りしまして改めて厚くお礼申し上げます。

言うまでもなくアジア各国が相互に発展するためには、各国が自国の法制度やその

運用システムの整備を推進し、法の支配の確立に努め、それにより国際的な投資環

境や取引環境が安定したものとなることが不可欠であります。私は法整備支援に関

し、この流れの中で日本は大きな役割を果たしており、それに当財団も微力ながら

寄与しているものと自負しております。

さて、本日は公益財団法人となってはじめての役員会となり、まず定時評議員会で、

決算書類について審議いただきます。公益財団法人となって、評議員会と理事会が

株式会社の株主総会と取締役会の関係のようになりましたので、前年度の事業報告

及び当年度の事業計画、収支予算については、事前の理事会で決議を済ませており、

評議員会では報告とさせていただきます。本日は事務局よりは従来通り全体の説明

をさせる等、皆様に極力わかりやすいように取り進めることとしているのでご了解

お願いします。
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お陰をもちまして財団は順調に事業を行っておりますが、ここ数年厳しい経営環境

に置かれている企業もあり、財団の事業の重要性は理解するものの、やむなく退会

あるいは会費減額の申し出をされる企業はなくなりません。皆様におかれましでも、

どうか引き続き財団のＰＲ及び会員の維持。増加についてご協力いただきますよう

お願いいたします。

今年度は、公開入札によるJICAとの３年契約が新たにスタートして、引き続きカ

ンボジア．ベトナム。中国。ラオスなどに対する法整備支援事業の部会運営、研修

等行ってまいります。

また、ＪＩＣＡ以外の事業の主なものとしましては、日中民商事法セミナー、並びに昨

年度に引き続きミャンマーから司法関係者、今回は法務長官を招聴してのシンポジ

ウム、また３年間の予定で実施しているアジア太平洋諸国の会社情報の開示義務に

ついての比較研究事業が2年目にはいります。

財団の重要事業であります日中民商事法セミナーは、昨年10月に開催予定していた

ものが、ご存じのとおり日中間の難しい状況により今年３月に延期されたものの、社

会インフラ事業並びに社会公益事業への民間企業の参入保障に関する法制度、いわ

ゆるPFI法に関するテーマを選び、日本からその道の第一人者であるお二人の先生

に講演いただき、相手側の国家発展改革委員会より極めて高い評価を得ることがで

きました。今年度は日本でセミナーを行いますが、スケジュール、テーマについて

は中国側と協議中です。

それでは、本日の議事についてご検討いただき審議のほどよろしくお願い申し上げ

まして、私のご挨拶とさせていただきます。
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識

開催日時平成２５年５月２０日１６時３０分～１７時００分

開催場所東京都千代田区霞が関１丁目１番１号

法曹会館「高砂の間」

出席者評議員総数８名

出席評議員６名

前田宏竹下守夫森蔦昭夫日野正晴青山善充小泉淑子

同席者

会長宮原賢次理事長原田明夫事務局長北野貴晶

監事本江威憲監事服部進睦

議題

（１）議事事項

第１号議案平成２４年度計算書類等承認の件

（２）報告事項：

①平成24年度の事業報告の件

②平成２５年度事業計画及び収支予算書報告の件

③主たる事務所移転の件

、
、
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上
（
ソ
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3，

4，

第三十四回評議員会議事録

定足数の確認

６名の出席があり、定款１９条の規定により、評議員会は有効に成立しているこ

とを確認した。

5，

議事の経過の要領及びその結果

互選により前田評議員が議長となり、開会を宣し議事に入った。

第１号議案平成２４年度計算書類等について

事務局長より資料に基づき説明が行われた後、監事より業務及び会計につ

いては適正である旨、報告が行われた後、原案通り出席者全員一致で可決

した。

6，
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7， 報告事項

以下について、事務局長から資料に基づき報告があった．

①平成２４年度の事業報告の件

②平成２５年度事業計画及び収支予算書報告の件

③主たる事務所移転の件

8，議事録署名人

議事録署名人として青山善充評議員と小泉淑子評議員が選出された。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後５時閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出

席した議長及び議事録署名人が記名押印する。

平成２５年５月２０日

公益財団法人国際民商事法センター

評議員会議長前田宏

_＞≦ シ

#‘１１日ブZ、

議事録署名人青山善充

議事録署名人小泉淑子
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出席者名簿

平成２５年５月２０日

法曹会館高砂の間

(評議員）

明治大学法科大学院特任教授

公益財団法人国際民商事法センター

第三十四回評議員会

充
子
夫
晴
夫

善
淑
守
正
宏
昭

弁護士

法務省特別顧問

士
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弁
弁
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4、

開催日時

開催場所

平成２５年５月２０日１７時００分～１７時３０分

東京都千代田区霞が関１丁目１番１号

法曹会館「高砂の間」

理事総数７名

出席理事７名

宮原賢次原田明夫福川伸次寛康生小杉丈夫

小川郷太郎北野貴晶

監事総数２名

出席監事２名

本江威憲服部進睦

、
、

イ
ー
｛
。
〃
且

出席者3，

議題

（１）議事事項

第１号議案業務執行理事選定の件

（２）報告事項：

代表理事の職務執行報告

第三十九回理事会議事録

定足数の確認

7名の出席があり、定款３２条の規定により、

立していることを確認した。

5，

決議を行う理事会として有効に成

議事の経過の要領及びその結果

互選により原田理事長が議長となり、開会を宣し議事に入った。

第１号議案

議長から、定款第２１条３項で、「代表理事以外の理事のうち、１名を業務

執行理事とする。なお、業務執行理事が定款第３６条記載の事務局長を兼務

することを妨げないものとする」とあるので、今回事務局長の北野貴晶氏

を業務執行理事に選定し、事務局長を兼務し事業運営全般を担当させたい

旨を述べ、これを議場に諮ったところ、議決に加わることできない北野理

事を除いた出席理事全員が異議なくこれを承認可決した。

6、

閥
、



7， 報告事項代表理事の職務執行報告

代表理事である宮原会長は、主に平成２５年３月に北京で開催した日中民

商事法セミナーについて報告し、原田理事長は、平成２４年度については

理事会で承認された範囲で着実に業務を遂行してきた旨報告した。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後５時半閉会を宣し、解散し

た。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出

席代表理事及び出席監事が記名押印する。

平成２５年５月２０日

公益財団法人国際民商事法センター

代表理事会長宮原賢次

、

鮒､噌欠1癖
代表理事理事長原田明夫

監事本江威喜

ＬＴ

ｼ溌簿
.ﾍｒＦ

』と9--..

濡涯威基懲
監事服部進睦

脈評進’麦罰
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公益財団法人国際民商事法センター

第三十九回理事会

出席者名簿

(理事）

住友商事㈱名誉顧問

弁護士

公益財団法人ＡＦＳ日本協会顧問

弁護士

弁護士

一般財団法人地球産業文化研究所顧問

事務局長

(監事）

弁護士

住友商事㈱総合経理部長

８

平成２５年５月２０日

法曹会館高砂の間

宮原賢次

原田明夫

小川郷太郎

算康生

小杉丈夫

福川伸次

北野貴晶

本江威喜

服部進睦



議事録署名人として、以下の２名が指名された。

寛康生

小杉丈夫

９

(平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

１役員会の開催

（１）第三十四回理事会

（２）第三十一回評議員会

第三十四回理事会を以下の通り開催した。

日時

場所

出席者

平成２４年５月２２日１６：３０～１７：３０

法曹会館高砂の間

理事３３名

(本人出席８名､代理人出席２２名､書面による表決権行使者３名）

理事長原田明夫が議長として議事を進め､以下の議案についてそれぞれ承認可決した。

議案：第一号議案任期満了に伴う理事及び監事推薦の件

第二号議案会長。理事長及び事務局長互選の件

第三号議案任期満了に伴う評議員推薦の件

第四号議案任期満了に伴う学術評議員推薦の件

第五号議案平成２３年度事業報告、収支決算及び財産目録の件

第六号議案平成２４年度事業計画及び収支予算の件

第七号議案寄附行為一部変更の件第八号議案顧問。参与推薦の件

会長による理事及び監事委嘱承認の件

平成２３年度事業報告、収支決算及び財産目録の件

平成２４年度事業計画及び収支予算の件

平成２４年度事業報告書

第三十一回評議員会を以下の通り開催した。

日時

場所

出席者

平成２４年５月２２日１６：３０～１７

法曹会館高砂の間

評議員２７名

(本人出席６名､代理人出席２１名）

３０

理事長原田明夫から評議員前田宏が議長に指名され､第一号議案について承認可決し、

第二号議案及び第三号議案について、理事長からの諮問に対し、異議なく、また助言

すべき事項はない旨、理事長に答申することを承認可決し、その旨答申した。

議案 案
案
案

議
議
議

ロ
呑
口
言
ロ
万

一
一
一
一
一
一

第
第
第



評議員推薦の件

参与推薦の件

公益財団法人国際民商事法センターの

最初評議員候補推薦の件

公益財団法人国際民商事法センターへ

移行認定申請に関する件

定款（現寄附行為）変更の件

内部規程等改正の件

議事録署名人として、以下３名の評議員及び理事長が指名された。

青山善充

小泉淑子

原田明夫

今回推薦された役員に対し、会長宮原賢次は平成２４年５月２２日付で

役職を委嘱した。

第五号議案

第六号議案

（３）第三十五回理事会 (書面による議決）

平成２４年８月７日、理事長原田明夫は第三十五回理事会を招集し、下記の議案につ

いて書面による賛否を求め、理事会の会議に代えることとし、平成２４年８月２１日、

第一号議案、第二号議案、第三号議案、第四号議案、第六号議案は過半数、第五号議
案は３分の２の賛成の回答を得て原案通り承認可決した。

議案 案
案
案

議
議
議

ロ
呑
口
万
ロ
言

一
一
一
一
一
一

第
第
第

第四号議案寄附行為一部変更の件

第四号議案

議事録署名人として、以下の２名が指名された。
寛康生

小杉丈夫

今回推薦された役員に対し、会長宮原賢次は平成２４年８月２１日付で
役職を委嘱した。

議案：第一号議案公益財団法人国際民商事法センターへの

移行認定申請に関する件

第二号議案定款（現寄附行為）変更の件

（４）第三十二回評議員会(書面による議決）

平成２４年８月７日、理事長原田明夫は第三十二回評議員会を招集し、下記の議案に
ついて評議員会の承認を求め、本評議員会の議長に前田宏評議員を指名した。前田宏

議長は下記議案について書面による賛否を求め、評議員会の会議に代えることとし、
平成２４年８月２１日、第一号議案、第三号議案は過半数、第二号議案は３分の２の
賛成の回答を得て原案通り承認可決した。
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第三号議案内部規程等改正の件

議事録署名人として、以下３名の評議員及び理事長が指名された。

青山善充

小泉淑子

原田明夫

（５）第三十六回理事会 (書面による議決）

・理事長原田明夫は第三十六回理事会を招集し、下記の議案につ

を求め、理事会の会議に代えることとし、平成２４年９月１４日、

平成２４年９月３日、理事長原田明夫は第三十六回理事会を招』

いて書面による賛否を求め、理事会の会議に代えることとし、平

第一号議案は過半数の賛成の回答を得て原案通り承認可決した。

第一号議案理事推薦の件

候補者小川郷太郎氏

議事録署名人として、以下の２名が指名された。

寛康生

小杉丈夫

（６）第三十三回評議員会(書面による議決）

平成２４年９月３日、理事長原田明夫は第三十三回評議員会を招集し、下記の議案に

ついて評議員会の承認を求め、本評議員会の議長に前田宏評議員を指名した。前田宏

議長は下記議案について書面による賛否を求め、評議員会の会議に代えることとし、

平成２４年９月１４日、第一号議案は過半数の回答を得て原案通り承認可決した。

第一号議案理事推薦の件

候補者小川郷太郎氏

議事録署名人として、以下３名の評議員及び理事長が指名された。

青山善充

小泉淑子

原田明夫

今回推薦された役員に対し、会長宮原賢次は平成２４年９月１４日付で役職を委嘱し

た。

（７）財団法人国際民商事法センター最初の評議員選定委員会

財団法人国際民商事法センター最初の評議員選定委員会を以下の通り開催した。

日時

場所

出席者

平成２４年９月２１日

法曹会館高砂の間

選定委員５名（全員）

１１：０５～１１：２５

1１－



議案説明等のため、理事長原田明夫、事務局長北野貴晶が出席

議案審議に先立ち､理事長原田明夫及び事務局長北野貴晶が説明及び情報提供を行っ

た。互選により、青山善充氏が議長となり議事を進め、以下の議案について承認可決

した。

第一号議案最初の評議員選出の件

出席した選定委員全員が議事録に署名した。

（８）第三十七回理事会(書面による議決）

平成２４年１０月２２日、理事長原田明夫は第三十七回理事会を招集し、下記の議案

について書面による賛否を求め、理事会の会議に代えることとし、平成２４年１０月

３１日、第一号議案は過半数の賛成の回答を得て原案通り承認可決した。

第一号議案学術評議員推薦の件

議事録署名人として、以下の２名が指名された。

寛康生

小杉丈夫

2、調査。研究事業

（１）アジア｡太平洋地域法制度調査

当財団は法務省法務総合研究所と共同で平成８年度から委託研究としてアジア･太平

洋地域法制度調査研究事業を実施している。平成２４年度よりは｢会社情報提供制度」

をテーマとしてアジア･太平洋会社情報提供制度研究会を平成２７年３月までの３ケ

年計画として実施している。本年度は初年度であり、対象国関係者よりのヒアリング

を中心に研究会を実施した。

名称：アジア･太平洋会社情報提供制度研究会

主催：法務省法務総合研究所国際協力部、当財団

期間：平成２４年４月～平成２７年３月（３か年プロジェクト）

研究対象国｡地域：韓国、ベトナム、台湾、シンガポール

座長：近藤光男神戸大学大学院法学研究科教授

委員：川口恭弘同志社大学大学院法学研究科教授

北村雅史京都大学大学院法学研究科教授

中東正文名古屋大学大学院法学研究科教授

行津一人神戸大学大学院法学研究科教授
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日本セッション

関西学院大学法学部教授

弁護士法人大江橋法律事務所弁護士

住友商事株式会社関西ブロック総括部法務チーム長

石田

池田

斎藤

平成２４年度における研究会開催場所は法務省法務総合研究所国際協力部セミナー室

第１回研究会平成２４年５月２９日

第２回研究会平成２４年７月３日

第３回研究会平成２４年８月２１日

第４回研究会平成２４年１２月２７日

（２）日韓パートナーシップ研修

韓国セッション

本研修は、韓国大法院･各級法院及び日本法務省･法務局と裁判所の不動産及び商業登

記制度関係者によるパートナーシップ研修で、研修員が、研修主題に関する制度上及

び実務上の諸問題についての議論を通じて研修員の知識の向上を図り、研修の成果を

研修主題についての制度の発展及び実務の改善に寄与させるとともに、両国間にパー

トナーシップを醸成することを目的としており、平成１１年から毎年開催しているも

のである。本研修の特徴としては、「日本セッション｣と｢韓国セッション｣という２つ

のセッションから構成されていることであり、両国の研修員が互いに相手国に渡り、

相互に研修を実施することが挙げられる。なお、韓国セッションは、大法院公務員教

育院が実施する。当財団は本研修の日本側共催者として会議費他の費用支援を行い、

研修員と財団他関係者の交流の場を設ける等の協力を行っている。

第１３回日韓パートナーシップ研修

メインテーマ～「不動産登記制度、商業登記制度、供託制度及び

民事執行制度をめぐる実務上の諸問題」

得
彦
員
裕
暁

平成２４年６月１８日～６月２８日(東京）

韓国チーム５名が来日、日本チーム５名と共に法務省法務総合研

究所(東京)浦安センター等において研修。６月２６日総合発表と

して韓国研修員による発表会開催。

平成２４年１０月２９日～１１月８日（ソウル）

日本チーム５名が訪韓、韓国チーム５名と共に大法院施設におい

て研修。帰国後１１月８日帰国報告会を実施。

（３）インドネシア裁判官人材育成強化共同研究

インドネシアでは、裁判官の研修等を行う司法研究開発研修所を設置するなど、裁判

官養成制度の充実へ向けた体制を整えてきているが、研修の具体的ノウハウを十分に

有しておらず、インドネシア最高裁判所から、日本の法曹養成及び任官後研修を学び

たいとの要請があり、共同研究を法務省､と共催して実施した。
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期間

場所

研究員

平成２４年１１月１２日～２３日

法務省総合研究所国際会議室及び訪問先

１０名（最高裁判事１名、司法研究開発研修所付判事２名など）

（４）ロシア会社法制度調査研究

当財団は中央アジア地域法制比較研究の一環として、中央アジア諸国の法制のベース

となっているロシアの法制度とりわけ企業にとって関心があるロシアの会社法制度の

調査を実施した。

調査委託者

調査期間

調査事項

松嶋希会弁護士

平成２４年１０月２３日（火）～平成２５年３月１５日（木）

ロシアにおける会社法制度の調査

（１）会社の種類、会社の設立、会社の機関、会社の清算等

（２）外国企業による会社運営に関するものとして、外資規制、合併規

制、雇用法制等

３，セミナー。講演会事業

（１）日中民商事法セミナー

本セミナーは当財団の重要事業の一つとして平成８年の財団設立以来、日本（東京・

大阪）と中国（北京）で交互に開催し、時機に応じたテーマを取り上げて相手国の専

門家を招鴫し講演を行ってもらう方式をとっており、今年度は中国側の要請により

「社会インフラ事業並びに社会公益事業への民間企業の参入保障に関する法制度」を
テーマとして取り上げた。

今回のテーマは国家発展改革委員会の要請に沿い、現在中国において注目を浴びてい

る社会インフラ事業並びに社会公益事業への民間企業の参入保障に関する法制度につ

いて学術的な観点及び実務の観点から日本の現状を紹介することにあった。上記につ

いては、日ごろから多くの機会を通じてＰＦＩに携わっておられる我が国のＰＦＩ実

務の第一人者である三井物産戦略研究所フェローの美原融先生、並びにアンダーソ

ン・毛利。友常法律事務所弁護士の赤羽貴先生にお願いした。又、講師二人の講演の

ペースとなる資料は、あらかじめ翻訳の上中国側に提供し、中国側のコメンテーター

他関係者に事前に準備してもらったことにより、当日のコメンテーターの意見発表、
その後の質疑応答は内容のある当を得たものとなり、充実したセミナーとすることが
できた。

第１７回日中民商事法セミナー（北京）

日時：平成２５年３月８日（金）

場所：新世紀日航飯店

主催：日本側法務省法務総合研究所、当財団
中国側国家発展改革委員会
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当財団は、公益社団法人商事法務研究会、財団法人日本法律家協会、日本ローエイシ

ア友好協会とともにシンポジウム「アジア市場の形成に向けた日本の役割」を開催し

た。経済活動がグローバル化していく中で、アジアの成長力をどのようにして取り込

んでいくかということが、わが国の喫緊の課題になっているが、そのためにはどのよ

うな施策が必要であり、また日本がどのような役割を果たしていくべきなのかという

ことについて、多様な観点から光を当てるとともに、この問題を特に現在進行してい

る契約法（債権法）の改正を素材に議論することを目的として開催した。

講演Ⅱ

演題：「PFI法」「コンセッション方式」の要点解説

講師：赤羽貴アンダーソン・毛利。友常法律事務所弁護士

講演Ⅱに関する中国側コメント

コメンテーター：北京市共和法律事務所弁護士徐斌

総括スピーチ：松尾綜合法律事務所弁護士。当財団理事小杉丈夫

閉会挨拶

日本側酒井邦彦法務省法務総合研究所長

中国側林大建外事司副巡視員

（２）シンポジウム ｢アジア市場の形成に向けた日本の役割’

総合司会：張治峰法規司副巡視員

開会挨拶：任瀧副秘書長（兼）法規司司長

原田明夫財団法人国際民商事法センター理事長

講演Ｉ

演題：民によるインフラ社会資本整備と公共サービス提供の実践の在り方

～背景と実践：特色と具体的事例～

講師：美原融三井物産戦略研究所研究フェロー

（東洋大学大学院(公民連携専攻)客員教授）

講演Ｉに関する中国側コメント

コメンテーター：美高盛全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会

立法企画室巡視員

時
所
マ
催

２０１２年６月１４日（木）

東京都千代田区大手町日経ピル３階日経ホール

｢アジア市場に形成に向けた日本の役割」

公益社団法人商事法務研究会、財団法人日本法律家協会、

日本ローエイシア友好協会、当財団

法務省、独立行政法人日本貿易振興機構、日本経済新聞社

日
場
テ
主

後援

～プログラム～

開会挨拶小杉丈夫日本ローエイシア友好協会副会長、当財団理事
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第一部基調講演

講演１「日本発一アジアから世界へ

～新たなグローバル社会におけるルール作り～」

薮中三十二立命館大学教授、外務省顧問

講演２「成長するアジアと日本企業」

小島順彦三菱商事株式会社取締役会長

講演３「アジアの発展、日本の立ち位置」

伊藤元重東京大学教授

第二部パネルディスカッション

アジア市場における制度的環境の整備～契約ルールの整備を中心に～

＜司会＞柏木昇中央大学法科大学院フェロー

＜パネリスト＞伊藤元重東京大学教授

内田貴法務省参与

太田穣長島・大野。常松法律事務所弁護士

中村利雄日本商工会議所専務理事

薮中三十二立命館大学教授、外務省顧問

閉会挨拶本林徹公益社団法人商事法務研究会代表理事副会長

（３）国際民商事法講演会

今年度は、法務省法務総合研究所と共催して、財務省財務総合政策研究所の後援をえ

て、ミャンマー。ビジネスロー講演会を開催した。ミャンマーは、２０１１年３月に

民政化を遂げ、－歩ずつ着実に民主化の道を歩んでいるが、ミャンマーへの支援。投

資・進出を検討している方を対象に、元ヤンゴン大学法学部長で弁護士のタン。ヌエ

氏及び元ミャンマー最高裁判所判事。最高裁判所研究国際関係部長で、現在は弁護士

として企業へのリーガルアドバイスに従事しているテイン。ゾウ氏を講師として、ミ

ャンマーにおけるビジネス法・労働法。土地法・会社法・契約法等の現状についての

講演会を行った。

①大阪講演

日時

場所

２０１２年７月２７日（金）

大阪中之島合同庁舎２階法務省法務総合研究所国際会議室

～プログラム～

開会挨拶法務省法務総合研究所国際協力部長野口元郎

講演Ｉ「ミャンマーでのビジネス展開に関する法的枠組み」

ＭＳＴｈａｎＮｗｅ（タン．ヌエ氏）

元ミャンマーヤンゴン大学法学部長、弁護士

講演Ｉに対する質疑応答

講演Ⅱ「ミャンマーの司法制度と訴訟手続き」

Ｍｒ・ＨｔｉｎＺａｗ（ティン．ゾウ氏）
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これまで、当財団は、法務省法務総合研究所、慶応義塾大学大学院法務研究科、神戸

大学大学院国際協力研究科、名古屋大学大学院法学研究科。法政国際教育協力研究セ

ンター（CALE）と共催して、法整備支援。アジア諸国法研究を担う若手実務家。研究

者の育成のための連携企画を２０１０年から実施しているが、今年度はさらに規模を

拡大し３回シリーズで行った。

②東京講演

日時

場所

２０１２年８月１日（水）

国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟国際会議室

～プログラム～

開会挨拶法務省法務総合研究所国際協力部長野口元郎

講演Ｉ「ミャンマーでのビジネス展開に関する法的枠組み」

Ｍｓ・ThanNwe（タン・ヌエ氏）

元ミャンマーヤンゴン大学法学部長、弁護士

講演Ｉに対する質疑応答

講演Ⅱ「外国投資法について」

Ｍｒ，ＨｔｉｎＺａｗ（ティン。ゾウ氏）

元ミャンマー最高裁判所研究国際関係部長、弁護士

講演Ⅱに対する質疑応答

閉会挨拶財団法人国際民商事法センター理事小杉丈夫

（４）連携企画「アジアのための国際協力ｉｎ法分野２０１２１

元ミャンマー最高裁判所研究国際関係部長、弁護士

講演Ⅱに対する質疑応答

閉会挨拶財団法人国際民商事法センター顧問加納駿亮

①第１弾キックオフセミナー

本セミナーでは、法学を学ぶ学部生・大学院生に対してアジアのいまをどのように見

るべきか、法整備支援やアジアの法と社会の研究に携わるためのキヤリアパスや研

修に関する‘情報を提供した。

時
場
２０１２年５月２６日（土）

慶応義塾大学三田キャンパス南館デイスタンス。ラーニング室

名古屋大学会場(CALE)とテレビ会議接続

名古屋大学大学院法学研究科。法政国際教育協力研究センター

法務省法務総合研究所

慶応義塾大学大学院法務研究科

神戸大学大学院国際協力研究科

日本学術振興会「若手研究者インターナショナル。

日
会

主催
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後援

トレーニング．プログラム」

日本学術振興会「博士課程教育リーディングプログラム」

当財団

独立行政法人国際協力機構（JICA）

(ITP）

～プログラム～

趣旨説明：山下輝年法務省法務総合研究所国際協力部長

連携企画の紹介：市橋克哉名古屋大学大学院法学研究科教授(CALEセンター長）

松浦好治名古屋大学大学院法学研究科教授

大河内美紀名古屋大学大学院法学研究科准教授

若者シンポの課題説明：松尾弘慶膳義塾大学大学院法務研究科教授

対談：「アジア太平洋の時代の法律家。法学研究者たち

～いま、なぜアジア諸国法研究｡法整備支援を学ぶ必要があるのか？」

鮎京正訓名古屋大学副総長

×山下輝年法務省法務総合研究所国際協力部長

ゲストとの対話：「アジアの法と社会に関わって得たもの」

柴田紀子法務省法務総合研究所教官､元JICA法整備支援専門家

佐藤直史JICA国際協力専門員、弁護士

島田弦名古屋大学大学院国際開発研究科准教授

②第２弾サマースクール「アジアの法と社会２０１２」

このサマースクールでは、アジアの法と社会を学ぶことの意味、フィールドワー

クの方法論と研究史、法整備支援をめぐる理論動向、法曹実務家がアジア法整備支援

に関わることの意義などについて、国内外の専門家を招鴫して集中講義を行い、参加

者が基礎知識や研究方法論を習得するとともに、次世代の若手研究者。実務家が出会

い、ネットワークを形成する場を提供した。

日時：２０１２年８月６日～８日

会場：名古屋大学文系総合館７階カンファレンスホール

主催：名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター（CALE）

法務省法務総合研究所

慶礁義塾大学大学院法務研究科

神戸大学大学院国際協力研究科

日本学術振興会「若手研究者インターナショナル．

トレーニング。プログラム（ITP）」

日本学術振興会「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」

日本学術振興会「博士課程教育リーディングプログラム」

当財団

後援：独立行政法人国際協力機構（JICA）、日本弁護士連合会

③第３弾法整備支援に関する学生のシンポジウム

私たちのシンポ『アジア諸国の司法アクセス』

－１８－



時
所
２０１２年１１月１７日（土）

慶雁義塾大学三田キャンパス南館ディスタンス°ラーニング室

名古屋大学会場(CALE)とテレビ会議接続

名古屋大学大学院法学研究科。法政国際教育協力研究センター（CALE）

法務省法務総合研究所

慶膳義塾大学大学院法務研究科

神戸大学大学院国際協力研究科

日本学術振興会「若手研究者インターナショナル・

トレーニング。プログラム（ITP）」

日本学術振興会「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」

日本学術振興会｢博士課程教育リーディングプログラム」

当財団，

日
場

主催

～プログラム～

趣旨説明：松尾弘慶雁義塾大学大学院法務研究科教授

国別発表：ベトナム「ベトナムにおける司法アクセス

ーJICAインターンシップで学んだこと-」

ウズベキスタン「ウズベキスタンにおける市民の司法アクセス

ー司法とマハラー」

中国「中国における司法アクセスについての調査」

東テイモール「東テイモールにおける市民の司法アクセス

ー女,性をめぐる問題と反りV成立に焦点を当てて‐」

インドネシア「インドネシアの司法アクセス」

ミャンマー 「ミャンマーにおける司法アクセス

ー社会の発展とそれに伴う法制度変化の実情一」

ラオス「ＬＡＯＰＤＲ‐ラオスの司法アクセスの現状一」

カンボジア「カンボジアにおける司法アクセスの現状と課題」

く発表参加大学＞

・慶礁義塾大学・神戸大学大学院国際協力研究科ＧＳｌＣＳ

・中央大学・名古屋大学・名古屋大学法科大学院

・名古屋大学法学研究科・南山大学・日本大学・一橋大学

・一橋大学法学研究科

1９－

キックオフセミナー、サマースクールで学んだ知識を踏まえ、「アジア諸国の司法ア

クセスの現状と改善」について、全国の各大学の学生メンバーが集いそれぞれの国に

ついて議論したもので､｢法の分野での国際協力･国際貢献｣としての開発法学と法制度

整備支援の実情と魅力に関して、学生等に研究発表させることを通じて、法制度整備

支援に対する広範な関心を集め、理解と協力を求めるとともに、今後の法制度整備に

携わる人材の育成強化及び関係諸機関との連携強化を図ることを目的とした。



～プログラム～

開会挨拶：高津基石川国際民商事法センター会長

本江威烹財団法人国際民商事法センター監事

講演

(第１部）途上国での法務リスクに備える

～インドネシアにおける事業展開の法的ポイント～

ジャカルタ・インターナショナル・ローオフイス

外国法アドバイザー。平石努弁護士

(第２部）ＯＤＡを利用した中小企業の海外展開支援

外務省国際協力局開発協力総括課企画官品川光彦氏

（５）２０１２年度｢国際民商事法金沢セミナー」

石川国際民商事法センター及び法務省法務総合研究所等と共催して下記セミナーを実施

した。

経済成長の著しい東アジア･東南アジアの国々に関し､ＯＤＡを利用した

中小企業の海外進出支援について理解を深めてもらうと同時に､インドネ

シアを例にとった日本企業の進出状況,法的問題点などについての実情把

握

石川国際民商事法センター、法務省法務総合研究所、北国新聞社、当財団

中部国際拠点化支援会議

平成２５年３月１日（金）１３：３０～１７：００

北国新聞社交流ホール

開催趣旨

主
後
日
場

催
援
時
所

コメント＆ディスカッション

閉会の辞：北野貴晶財団法人国際民商事法センター事務局長

(第３部）中部国際拠点化支援会議における中小企業の海外展開支援について

経済産業省中部経済産業局産業課課長補佐中’恒夫氏

日本貿易振興機構金沢貿易情報センター所長久保敦氏

独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸支部経営支援課

シニアアドバイザー園田孝氏

日
場

(6)講演会中央アジアにおけるビジネスの可能性

当財団は、独立行政法人国際協力機構（JICA）、公益財団法人太平洋人材交流センタ

ー（PREX）と共催（後援法務省法務総合研究所国際協力部）し、旧ソ連から独立し

て２ｏ年が経過して政治・経済面で安定してきた中央アジア地域でのビジネスに可能

性について、中央アジア地域に精通した専門家による講演会を実施した。

時：２０１２年１２月１４日（金）

所：大阪大学中之島センター５階講義堂
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４、法整備支援受託事業

(7)第１４回法整備支援連絡会（当財団は後援）

(1)ベトナム法整備支援研修（ベトナム研修）

開催趣旨

日時

会場

法整備支援関係者の情報交換。支援の在り方に関する意見交換

平成２５年１月２５日１０：００～１８：００

(大阪）大阪中之島合同庁舎２階法務省法務総合研究所国際会議室

(東京）JICA市ヶ谷ビル「国際会議場」（ＴＶ会議システム）

法務省法務総合研究所、独立行政法人国際協力機構(JICA）

連帯と協調で広げる法整備支援

法整備支援に関与している関係機関、関係者

催
マ
者
一
席

主
テ
出

～プログラム～

開会挨拶：大野ゆかりJICA関西業務第一課長

講演１「新しいシルクロード」

米田博福山市立大学都市経営学部教授

元JICA国際協力専門家ウズベキスタン日本センター長

講演２「中央アジア法制の基礎知識」

松嶋希会弁護士

PricewaterhouseCoopesRussiaBVモスクワ事務所日本企業部門

元JICAウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト長期専門家

質疑応答＆討論

閉会挨拶：尾上瞳隆公益財団法人太平洋人材交流センター国際協力部長

研修内容：本研修は，ベトナム法。司法制度改革支援プロジェクトの一環として行わ

れるものである。ベトナムでは２００９年６月にベトナム国家賠償法が

成立し、２０１０年１月に施行された。施行後は、同法をいかにして運

用していくかが課題となり、２０１１年７月には、司法省内に国家賠償

局が創設されたほか、各省と中央直轄都市に、それぞれ数名ずつ国家賠

償の専門職員が配置されるなど、国家賠償の実務を円滑に遂行するため

の体制構築が行なわれているが、同法の適用件数は少なく、国民の認知

度も高くはない。またベトナムの国家賠償法では、対象とされる国家機

関の行為が限定されていることや、当該国家機関が違法行為の内容を確

定する必要があるなど賠償請求の要件が煩雑に過ぎる面があり、そのた

めに国民が利用しにくい制度になっているとの見方もあって、同法の改

正議論が持ち上がっている。本研修はベトナム司法省のほか、財務省。

裁判所など関連機関の担当者を我が国に招へいし、大学教授や訟務担当

者らによる専門性の高い講義。意見交換会、訟務関係機関の見学等を実

① 第４０回ベトナム(司法省)研修

期間：平成２４年９月５日～９月１２日（８日間）

場所：法務省法務総合研究所(東京)及びJICA東京国際センター

研修内容：本研修は，ベトナム法。司法制度改革支援プロジェクト‘
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②

施して、ベトナム側担当者の国家賠償実務及びベトナム国家賠償制度に

関する知見を深め、同国の国家賠償実務の運用改善や、必要な法改正に

役立てることを目的に実施された。

研修員：８名

ファム.クイ･ティ

チャン・ヴイエット。フン

チャン・ブイ°リェウ

ブィ・ティ・ラン

ブイ・ヴァン。ミン

グエン。カック。ニュー

ヴ・ゴック。アイン

レ・タイ・フォン

司法省次官（団長）

司法省国家賠償局副局長

司法省法律補助局局長代理

タイピン省司法局局長

内務省組織。編成局専門員

司法省人事組織部主任専門官

司法省国家賠償局事務局長

司法省国家賠償局賠償解決業務室室長

第４１回ベトナム(最高裁判所)研修

期間：平成２４年１０月１日～１０月１２日（１２日間）

場所：法務省法務総合研究所(東京)及びJICA東京国際センター

研修内容：本研修は､ベトナム法。司法制度改革支援プロジェクトの一環として行わ

れるものである。ベトナムでは経済発展に伴って民商事事件の事件数及

び難易度は増しているが、裁判所においては、手続選択の幅のないこと

や、事件管理のノウハウに乏しいことによる事件の滞留が課題の一つと

なっており、かかる実情に対応した法制度や裁判所の体制を整備するこ

とが急務となっている。簡易手続に関する国会常務委員会法令の起草担

当者を中心とする研修員を日本に招き、日本の司法機構について情報提

供を行うとともに、法令の草案についての意見交換を行うことにより、

法令の作成に寄与すること並びに日本の裁判所におけるケースマネジメ

ント（裁判官の審理活動以外の事件処理に関する業務一般）についても

紹介し、ベトナムの裁判所の実務改善に寄与することを目的として実施
された。

研修員：１０名

グエン・ソン最高人民裁判所副長官

ダオ・ティ・ガ最高人民裁判所ハノイ控訴審裁判所副長官
チャン．ティ・ソン・グエット最高人民裁判所ダナン控訴審裁判所副長官
ディン・ティ。フェン・カィン

最高人民裁判所判事（最高人民裁判所ホーチミン市控訴審裁判所勤務）
ホ．ヴァン°マイピンズオン省人民裁判所長官

グエン．ティ°マイハイフォン市人民裁判所長官

グエン・ヴァン.クオン最高人民裁判所裁判理論研究所副所長

ブイ.ティ・ズン・フエン最高人民裁判所裁判理論研究所民商事法研究部長
し.テ・フック最高人民裁判所裁判理論研究所民商事法研究部副部長

フック．テイ．ゴック・ハ最高人民裁判所国際協力部専門員
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③ 第４２回ベトナム(最高人民検察院)研修

期間：平成２４年１２月１０日～１２月１８日（９日間）

場所：法務省法務総合研究所(東京)及びJICA東京国際センター

研修内容：本研修は、ベトナム法。司法制度改革支援プロジェクトの一環として行わ

れるものである。ベトナムでは、実情を踏まえた上で、諸外国の法律シス

テムを選択的に取り入れ、一貫'性，統一Ｉ性のある法律システムを構築する

こと、訴訟当事者による公判での弁論活動を強化した改正刑事訴訟法を制

定すること人民裁判所や人民検察院を含む司法機関の組織や権限を明確

化し整備すること、各捜査機関の再編成に向けた研究を進めること等の司

法制度改を推進している。本研修は、研修員が、日本の刑事司法活動を支

える科学捜査の実情や、警察と検察との関係、検察官による独自捜査の在

り方などについて専門家から講義を受け、また、模擬裁判を実施し、ある

いは刑事法廷を傍聴することなどによって、当事者主義的訴訟構造を持つ

日本の刑事司法活動の実情等を学ぶとともに、今後のベトナム刑事司法制

度の展望についての発表を行い、これに関して専門家と協議をすることに

より、ベトナム刑事司法制度改革を後押しすることを主たる目的として実

施された。

研修員：１５名

チヤン・フォック．トイ最高人民検察院副長官（中央軍事検察院長官）

ルオン・ヴァン・ダイン最高人民検察院財政-計画部部長

グエン・ティ・ギアハイフォン市人民委員会副書記

（ハイフォン市共産党副書記兼任）

グエン．ヴァン．クアンハイフォン市人民検察院長官

グエン．ディン．ヴィエン最高人民検察院ホーチミン市控訴審担当

（控訴権及び検察権実行)部副部長

グエン・ダイン・ヴァン最高人民検察院ハノイ市控訴審担当

（公訴権及び検察権実行)部検察官

グエン・スアン。カインフーイエン省人民検察院副長官

マイ．ダイン．マオバックリエウ省人民検察院副長官

ド・ティ・テタイビン省人民検察院副長官

ブイ・ダン°ズンハイフォン市人民検察院副長官

ホアン・テイ.トウイ・ホア最高人民検察院国際協力部室長

グエン°タイ・ピンハイフォン市人民検察院安全、麻薬第1審担当

（公訴権及び検察権実行)室室長

ヴ・マン・フンハイフォン市人民検察院刑事控訴審、監督審、

再審担当（公訴権及び検察権実行）室室長

グエン．ティ・ト・ホアハイフォン市レーチャン区人民検察院長官

グエン・トウアン・カインハイフォン市人民検察院行政一経済一

労働事件解決業務等検察室室長
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④第４３回ベトナム(最高裁判所)研修

期間：平成２５年１月９日～１月１５日（７日間）

場所：法務省法務総合研究所（大阪）及びJICA関西国際センター

研修内容：本研修は、ベトナム法・司法制度改革支援プロジェクトの一環として行わ

れるものである。ベトナムでは、２００９年７月に民事判決執行法の施行

が開始され、裁判所から執行力のある判決の送付を受けた司法省管轄の執

行機関が実施している。同法の施行から３年が経過した現在、執行官の権

限が限定されていることなどの同法の規定上の問題点や、執行費用の未回

収、財産明渡しの困難性といった実務上の問題点が浮上してきている。

本研修は、ベトナム司法省民事判決執行局総局長等８名を研修員として日

本に招き、日本の民事執行手続について情報提供を行うとともに、執行手

続の改善に向けての意見交換を行うことを目的として実施された。

研修員：８名

グエン・ヴァン。ソン

ズオン．クアン･トウオン

チャン．テイ．フォン。ホア

レ・アィン・トゥアン

グエン・バン。ガウ

ファン・テ・ドゥオン

チン･ミン。ヒエン

ブゥ・テェ・フオック

(2)ベトナム法制度整備

司法省民事判決執行総局副局長

トウア・テイエン・フエ省司法局局長

司法省民事判決執行総局事務副局長

司法省民事判決執行総局業務部１副部長

ロンアン省民事判決執行局局長

ナムデイン省民事判決執行局局長

司法省民事経済法部専門家

内務省組織編成部専門家

ベトナムに対しては法整備支援プロジェクト･フェーズ１(平成８年１２月～平成１１

年１１月)、フェーズ２(平成１１年１２月～平成１５年３月）、フェーズ３(平成１５

年７月～平成１９年３月）が実施されてきたが、その後をうけたベトナム法･司法制度

改革支援プロジェクトフェーズ１は、支援の重点を「法の運用体制の強化」、「法曹

等の能力強化・人材育成」に置き、平成１９年４月～平成２３年３月まで実施された。

平成２３年度からは、同プロジェクトフェーズ２（４年間）が開始され平成２４年度
はその２年目にあたっている。

ベトナム法｡司法制度改革支援プロジェクトの主要内容

フェーズ１では｢法の運用体制の強化｣、｢法曹等の能力強化･人材育成｣のための支援に

重点を置き、パイロット地区(バクニン省)を指定し、同地区において、司法機関（裁

判所、検察庁、弁護士会）及び司法補助機関（戸籍、不動産登記、公証に関係する機

関）の能力の改善に向けた取組が行われた。起草支援としては、不動産登記法、担保

取引登録法、民事判決執行法、国家賠償法、行政訴訟法の制定、民事訴訟法･刑事訴訟

法の改正等の支援を実施し、その結果、民事判決執行法(平成２０年１１月)、国家賠
償法(平成２１年６月)、行政訴訟法(平成２２年１２月)、改正民事訴訟法（平成２３

年３月）がベトナムの国会で可決成立した。現在進行中のフェーズ２は、支援対象機
関はフェーズ１と同様で、支援内容は、中央司法関係機関の助言・監督能力を主要地
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区に広め、法令改善能力等の向上を目指すものであり、ハイフォン市を主要活動地域

としている。また、民法改正、裁判所組織法改正等の起草支援を実施している。

当年度は民法共同研究会（委員長森罵昭夫特定非営利活動法人日本気候政策センタ

ー理事長委員他１２名）が研究会を３回開催し、裁判実務改善研究会（委員長村

上敬一元東京高等裁判所部総括判事委員他４名）が３回の研究会を開催した。ま

た日本側の研究会の協力のもとに、長期派遣専門家の現地活動が継続実施された。

(3)カンボジア法制度整備支援研修(カンボジア研修）

① 第１回カンボジア民法。民事訴訟法普及支援研修

期間：平成２５年２月１８日～２月２８日（１１日間）

場所：法務省法務総合研究所（大阪）及びJICA関西国際センター

研修内容：２０１２年４月から新たに開始された民法｡民事訴訟法普及プロジェクト

（以下「現行プロジェクト」という。）では、それまで各支援対象機関ご

とに並行して実施していたプロジェクトを一本化した上、王立法律経済

大学も支援対象に加え、民事分野における法解釈。運用能力の向上を目

的とした人材育成等の支援を行っている。本研修は、現行プロジェクト

における初めての本邦研修であり、各支援対象機関から５名ずつ、合計

２０名の混成メンバーで実施した。カンボジア側の関心の高い民事関連

の諸分野について、豊富な知識と実務経験を有する専門家を講師に迎え

て講義を行い、カンボジア国内での勉強会の成果を補強し、深化させる

ものとなった。さらにカンボジアにおける将来の制度設計に向けて、裁

判所、地方法務局、弁護士会及び法科大学院といった我が国の法律関連

施設を見学することにより、概念上の制度理解に止まらず、制度を実現。

運用するための人的。物的インフラの重要性を認識してもらうことがで

きた。以上に加えて、全ての支援対象機関のメンバーが合同で研修を行

うことで、メンバー相互間はもとより支援対象機関相互間の交流が深ま

り、情報共有が進んで、現行プロジェクトが一層実効的な支援となった。

研修員：２０名

タット・ルッティ

ブンヤイ。ナルン

ナル.フィリップ

ホック・チヤンソヴァンナラ

オル・ティレアック

グオン。ラタナ

ケット・ソチアット

ヴァ。サカダ

サム°ルティヴェアスナ

チェ。ヴィヴァタナ

イヴ・ポリ

テップ・ボパル

スゥン.ソピァ

ユン。サヴァト

司法省付判事

司法省総務総局次長

司法省法教育。普及局長

司法省民事局次長

司法省検察局次長

王立司法学院プルサット始審裁判所判事

王立司法学院クラティエ始審裁判所判事

王立司法学院プノン。ペン検事局検事

王立司法学院カンダル検察局検事

王立司法学院カンダル始審裁判所判事

弁護士会弁護士

弁護士会弁護士

弁護士会弁護士

弁護士会弁護士
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セク・ソヴァンナ

ハップ・パルティ

ボウイ・ティダ

コング・ソペアック

ポリ・パンニャ

オウン。サカダ

(4)カンボジア法制度整備

弁護士会弁護士

王立経済大学教授，大学院課程副学部長

王立経済大学教授、アカデミック部長

王立経済大学教授、調査部員

王立経済大学教授、調査部員

王立経済大学教授

平成２４年４月から新たに民法。民事訴訟法普及プロジェクトが開始した。それまで

各支援対象機関ごとに並行して実施していたプロジェクトを一本化した上、王立法律
経済大学も支援対象に加え、民事分野における法解釈。運用能力の向上を目的とした
人材育成等の支援を行っている。

当年度は民法作業部会（部会長森蔦昭夫特定非営利活動法人日本気候政策センタ
ー理事長委員他１４名）を２回及び民事訴訟法作業部会（部会長竹下守夫法務
省特別顧問委員他１２名）を２回実施した。また民法作業部会のサブ部会であるカ
ンボジア不動産登記実務アドバイザリーグループ(委員南敏文前東京高等裁判所
部総括判事他９名)は会合を４回実施した。

（５）中国国別研修

①平成２４年度中国国別研修｢行政訴訟法及び行政関連法」

期間：平成２４年７月９日～７月１９日（１１日間）

場所：法務省法務総合研究所(大阪。東京)及びJICA関西。東京国際センター

研修内容：中国は、市場経済化にあわせて、民商事法分野における様々な法整備を進
め、２００９年からは国際協力部が関与して中国民事訴訟法及び民事関

連法の立法支援を行っている。しかし、現行の中国行政訴訟法は１９８

９年４月４日の制定（１９９０年１０月１日施行）であり、２０年以上

が経ち、経済の急成長を遂げて社会や市民生活も大きく変化したものの、
同法の改革がなされてない状況にある。この間、中国の行政事件数は激

増しているが、現行の中国行政訴訟法は、例えば受理範囲が限定列挙主

義のため、十分に対応できない状態であり、多くの行政紛争は訴訟以外
の方法（陳情等）で解決されている。また、行政訴訟の裁判実務におけ

る市民の権利保障が不十分と言われ、様々な問題が生じている。このた

め、第１１期全国人民代表大会常務委員会の立法計画に行政訴訟法改正
が加えられ、起草担当部門である同委員会法制工作委員会行政法室は２

０１３年までに改正作業を終えることを目指している。上記行政法室は、

行政訴訟法以外にも様々な行政関連法の起草を行っているが、現在常務
委員会で審議されている中国出境入境管理法の改正作業についても日本
の支援を要望している。今回の研修は、次の目的として実施した。（１）
日本の行政事件訴訟法に関する講義や裁判所及び行政庁の見学，中国行

政訴訟法改正における問題点の検討・意見交換を通じて、同法改正作業

への助言・提言を行うこと(2)日本の出入国管理及び難民認定法の概要，
出入国管理実務についての知見を提供し、今後の改正作業に役立てるこ
と。

－２６－



１０名

全国人大常委会法制工作委員会行政法室副主任

全国人大常委会法制工作委員会法規備案審査室副巡視員

全国人大常委会法制工作委員会弁公室調査研究員

全国人大常委会法制工作委員会行政法室副処長

全国人大常委会法制工作委員会行政法室主任科員

全国人大常委会法制工作委員会行政法室副主任科員

全国人大常委会法制工作委員会行政法室副主任科員

江西省人大常委会法制工作委員会副主任

湖北省人大常委会法規工作室処長

最高人民法院行政審判廷副廷長

② 平成２４年度中国国別研修「民事訴訟法及び民事関連法」

期間：平成２５年１月２９日～２月４日（７日間）

場所：法務省法務総合研究所（大阪）及びJICA関西国際センター

研修内容：平成２２年６月以降、国別研修「民事訴訟法及び民事関連法」を実施し

ているが（期間３年）、民事訴訟法の改正が一段落したことに伴い、現

在民法室は主として民事関連法の分野である中国相続法及び中国消費者

権益保護法の改正作業に着手しているが、今回の国別研修は，中国消費

者権益保護法改正を支援するため、昨年度（平成２４年１月）に引き続

いて実施するもので、消費者契約法等を中心とした講義や中国消費者権

益保護法改正における問題点の検討、消費者庁や金融庁（主として金融

商品消費者保護に関する問題）、地方自治体（大阪市）における消費者

保護行政についての講義のほか、大阪市消費者センター見学、消費者保

護委員会（大阪弁護士会）との意見交換を実施した。

員
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蘇
膝
王
梁
凌
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１２名

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会民法室巡視員

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会弁公室副巡視員

全国人民代表大会常務委員会法制工作員会民法室一処処長

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会民法室主任科員

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会民法室主任科員

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会民法室副主任科員

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会法規備案審査室主任科員

湖北省人大常委会法規工作室副主任

最高人民法院民事審判第一廷助理審判員

国家工商行政管理総局法規司主任科員

雲南省高級人民法院民事審判第一廷廷長

中国消費者協会法律部主任
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（６）中国個別専門家及び国別研修「民事訴訟法及び民事関連法 に係る中国民事訴訟法研

究会

中国の全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会民法室（以下民法室）からの要

請に応じて平成１９年１１月から平成２２年１０月までの中国民事訴訟法･仲裁法改

善プロジェクトにおいて、公正かつ効率的で充実した審理に基づく迅速な民事紛争解

決制度の整備｡民事紛争の適正･円滑な解決が促進を重点に置いた｢民事訴訟法･仲裁法

改善支援｣が実施された。

引き続き、民法室から民事法全般についての支援要請があり、平成２３年４月から、

プロジェクト方式から個別案件対応とし、中国個別専門家及び国別研修「民事訴訟法

及び民事関連法」に係る中国民事訴訟法研究会を実施し、中国民事訴訟法及び民事関

連法の起草支援を継続している（期間３年）

中国民事訴訟法研究会

委員長上原敏夫明治大学法科大学院教授委員他１０名

会合１回開催

中国「民事訴訟法及び民事関連法」に係る中国民事関連法アドバイザリーグループ

委員稲田龍樹学習院大学法科大学院教授他２名

会合１回開催

（７）中国行政訴訟法及び行政関連法アドバイザリーグループ

中国では、行政訴訟法改正作業が第１１次全人代常務委員会の立法計画に含められ、２

０１３年までの行政訴訟法改正が目標として掲げられた。本目標を達成するため、全

人代では主要先進国の関連法律の研究に着手しており、今後も行政法分野での立法作

業を予定しているところ、中国政府より、日本の行政訴訟法及び関連行政法の内容や

実務を参考にしたいとの要請があった。一方、我が国においては、行政権により権利

を侵害された国民の権利救済機能を強化するため、２００４年に行政事件訴訟法を改

正し、その改正趣旨や改正後の運用から得られた教訓についての知見を有しているこ

とから、本案件は中国の行政関連法の改正作業に関係する関係機関。法曹実務者が、

中国の行政関連法改正論点に関する日本の行政関連法及び司法実務への理解を深め、

中国の行政関連法改正に活かすことを目的として実施するもの。

中国「行政訴訟法及び行政関連法」に係る中国行政関連法アドバイザリーグループ

委員村上敬一元東京高等裁判所部総括判事委員他４名
会合平成２４年度実施せず

（８）ラオス国別研修

①平成２４年度ラオス法律人材育成プロジェクト第４回「刑事訴訟法」

期間：平成２４年１０月１５日～１０月２６日（１２日間）

場所：法務総合研究所(大阪。東京)及びJICA関西。東京国際センター
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研修内容：これまで、ラオス刑事訴訟法に関する分析。検討及び教材作りを行うサブ

ワーキンググループ（以下「刑事訴訟法SWG」という。）では、教材作り

の前段階として、同法の手続や関連条文の説明を内容とする「手続。法令

チャート」の作成作業を行ってきた。他方ラオス刑事訴訟法は、２０１２

年６月にラオス国会の審議を経て改正されたため、前記チャートの内容が

改正を踏まえたものになるよう改訂するとともに、既に－部執筆が始まっ

ている教材の内容も改正を踏まえたものとなることが見込まれ、今後、刑

事訴訟法SWGメンバーがラオス改正刑事訴訟法に関する理解を深め、執筆

する上での問題点を克服しながら現実にモデル教材作成作業を進める必

要がある。本研修は、刑事訴訟法SWGのメンバー（裁判官，検察官，司法

省職員及び国立大学教員）を研修員として日本に招き、日本の刑事訴訟法

理論及び刑事訴訟実務並びに日本における法曹教育等に関して情報提供

を行うとともに、ラオス改正刑事訴訟法に関する集中協議，教材のドラフ

トに関する意見交換を行い、今後、教材等の内容が法改正を適切に反映し

充実したものとなり、教材の作成作業が効果的。効率的に行われるよう実

施したものである。

研修員：１３名

センタヴィ．インタヴオンラオス国立大学法政治学部刑事法学科長

ソムマイ・ブッタヴオン中部高等裁判所少年部部長／裁判官

スパシット．ローワンサイ最高人民検察庁検察官研修所副所長

スパポーン．インタヴオンボーケーオ県人民検察院副所長

ブンマー。ドウアンマラーシンビエンチャン首都人民検察院副所長

チヤンタブン°ペーンカムサイ最高人民検察庁法学研究部長

ウパイワン・サイヤヴオン司法省南部法科大学副学長

シースダー。ソパヴァンディ司法省法律普及局副局長

ヴイライ°ランカーヴオン国立大学法政治学部人事課長

シーワン．ブンタラー中部高等裁判所刑事部副部長／裁判官

ミツトラコーン．ソンカムチヤン司法省国際協力研究所専門官

ペットパサート・ヴァンナパー司法省北部法科大学教務課長

スリデート・ソーインサイ最高人民裁判所刑事部裁判官補助

②平成２４年度ラオス法律人材育成プロジェクト第５回「民事訴訟法」

期間：平成２４年１１月２６日～１２月７日（１２日間）

場所：法務省法務総合研究所（大阪）及びJICA関西国際センター

研修内容：前記の刑事訴訟法研修に引き続き、民事訴訟法研修を実施するものであ

る。これまで、ラオス民事訴訟法に関する分析・検討及び教材作りを行

うサブ・ワーキンググループ（以下「民事訴訟法SWG」という。）では、

教材作りの前段階として、同法の手続や関連条文の説明を内容とする「手

続･法令チャート」を作成し、その普及を行ってきた。他方，ラオス民

事訴訟法は、２０１２年６月に開催された国民会議での審議を経て改正

されたため、現在、前記チャートの内容が法改正を踏まえたものになる
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よう改訂を進めており、また、今後、執筆する教材の内容も法改正を踏

まえたものとなることが見込まれ、執筆する上での問題点を克服しなが

ら現実に教材作成作業を進める必要がある。本研修は、民事訴訟法SWGの

メンバー（裁判官、検察官、司法省職員及び国立大学教員）を研修員と

して日本に招き、日本の民事訴訟法理論及び民事訴訟実務等に関して情

報提供を行うとともに、ラオス改正民事訴訟法（同法に基づくチャート

を含む）に関する発表。集中討論を行い、今後、教材の作成作業が効果

的・効率的に行われ、教材の内容が法改正を適切に反映し充実したもの
となるよう実施したものである。

研修員：１２名

ソムサック．タイブンラック中部高等人民裁判所副所長

ポーンペット・ウンケオ最高人民検察院民事審査部副部長

パイマニー。サイヴォンサーラオス国立大学法政治学部ビジネス法学科長

ブンメーク・バンナウォン司法省人事局長

カンムアン．シウィライ最高人民検察院民事部副部長

ブントウン。シートーンゲオチャンパー

ラオス国立大学法政治学部民事法学科副学科長

ウドーン．シンダーラー中部法科‘大学学長

ソムサニット．ドンパスート南部法科大学副学長

センスリヤー・プアンペット最高人民裁判所国際協力課長

ネオパチャン．カムマニウォン司法省法律研究所課長

アクソンシン°ウイサイヤライビエンチャン首都人民裁判所裁判官

プーミー・シンラッタナタマテーワー司法省国際協力局国際司法課副課長
ブンカム･チヤンタマンリー南部法科大学教官

③平成２４年度ラオス法律人材育成プロジェクト第６回「民法」
期間：平成２５年２月４日～２月１５日（１２日間）

場所：法務省法務総合研究所（東京）及びJICA東京国際センター

研修内容：前記の民事訴訟法研修に引き続き、民法研修を実施するもの。これまで、
ラオス民法に関する分析・検討及び教材作りを行うサブ・ワーキンググ

ループ（以下「民法SWGjという）では、教材作りの前段階として、民法

事例問題集（民法Q&A集）の作成作業を通じ、現行のラオス民法の理解を
深めることに努めてきたが、同問題集は既に完成し、現在、その普及活

動を実施している。他方、ラオスは、２０１５年の民法典制定を目指し

ており、民法SWGグループでは、現行の民法に基づいて教材の執筆を進め
つつ、民法典制定に向けた議論を重ねている。本研修は、民法SWG内の４

つのグループのうち、総則及び自然人・法人を担当するグループ（グル

ープ１）と契約内外債務及び担保を担当するグループ（グループ２）を
研修員として日本に招き、日本の民法に関する理論及び民事実務等に関
して情報提供を行うとともに、ラオス民法（新たな民法典の条項を含む）
及び教材の執筆に関する討論を行い、今後、教材の作成及び民法典の起
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草が効果的。効率的に行われ、教材の内容が充実したものとなり、民法

典の草案が適切なものとなること目的として実施したものである。

研修員：１９名

ジョムカム．ブッパリワン司法省法。司法研修所長

ナロンリット．ノーラシン司法省国際関係。協力局長

ウィサイ．シーハーパンニャーラオス国立大学法政治学部学科長

ソムサック．タイブンラック中部高等人民裁判所副所長

チヤンタリー。ドウアンウイライ最高人民裁判所判事

ドウアンマニー。ラオマオ司法省経済紛争解決センター副所長

カンムアン・シウィライ最高人民検察院民事部副部長

タノンサック．ラサポン中部高等人民裁判所判事

ブアリー。ペッミーサイヴィエンチャン首都第三地区人民検察院副所長

チッタソン・ブンコン司法省法制局課長

シウィサイ．パサンポン司法省検査局副局長

ラッサミー。シーサムット司法省法・司法研修所課長

コンサワン．サワリー司法省法律普及局課長

ネオパチャン．カムマニウォン司法省法律研究所課長

カムパイ・サイニャウォンヴィエンチャン首都公証局長

サーティット．スッタムマコート商工省技官

ブーミー・シンラッタナタマテーワー司法省国際協力局副課長

ラオカム・カムブートサヴォン南部法科大学教官

サイタヌー。インソムポン北部法科大学教官

（９）ラオス法律人材育成強化プロジェク 卜

平成２２年７月から平成２６年７月までの４ヶ年の予定でラオス司法省･最高人民裁

判所･最高人民検察院･ラオス国立大学を対象機関とし、ラオス法理論の構築と法理論

に基づく司法･立法実務上の問題分析を通じて法学教育及び法務･司法関係機関の人

材･組織強化を目的とするプロジェクトが開始された。

国内でのアドバイザリーグループ

①ラオス民法アドバイザリーグループ

委貝松尾弘慶膳義塾大学大学院法務研究科教授他３名

会合平成２４年度実施せず

②ラオス民事訴訟法アドバイザリーグループ

委員名津井吉裕大阪大学大学院高等司法研究科准教授他４名

会合平成２４年度実施せず

③ラオス刑事訴訟法アドバイザリーグループ

委員加藤克佳名城大学法学部･大学院法学研究科教授他５名

会合１回開催
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(１０）中央アジア法整備支援研修(中央アジア４カ国研修）

第５回中央アジア比較法制研究セミナー

期間：平成２４年１１月２９日～１２月１４日（１６日間）

場所：法務省法務総合研究所(大阪)及びJICA関西国際センター

研修内容：世界経済がグローバル化する一方で、国際的な取引に際しては､相手国の

法制度に関する情報が必ずしも十分に得られないことが多く、これが国

際的な投資活動の障壁となっている。この傾向は、世界各地域で見られ

るが、ことに社会主義体制を放棄し、新たに資本主義に基づく市場経済

体制への移行期にある旧ソ連の諸国、特に中央アジア地域の各国におい

て顕著であり、同地域は我が国にとって今後、より一層法制度及びその

実際の運用について情報を収集しなければならない地域であるのみなら

ず、同地域にあるそれぞれの国にとっても、自国の法制度に関する情報

を効果的に発信し、かつ、他国の情報を積極的に受信する必要がある。

本セミナーは、このような背景の下、特に対外。対内投資に大きな影響

を与える各国の会社法制に関し、専門家が一堂に会し、制度及びその運

用に関する比較研究を目的としたもので、今回は、会社法制のうち、特

に対象国において多く利用されている有限会社について、設立後におけ

る社員と会社の関係について、各国からの報告及びこれに基づく意見交

換を行い、中央アジア諸国における会社法制及びその実態が明らかにさ

れ、同地域における投資活動に際しての予測可能性の向上に資すること

を目的として実施された。

研修員：１２名

(カザフスタン）

イェルメコフアドレットアクモラ州特別広域経済裁判所長

ジヤマンバイェフバキットベルゲンアテイラウ州特別広域経済裁判所長
ヌルマハトフダニヤル

経済発展貿易省企業発展委員会国家機関活動監視部主任専門家
(キルギス）

アバキロフメデル外務省国際法部二国間協力課長

コジョシェヴァヌルジャン司法省法令審査部主任専門家

ムラタリエフバキトベック公共資産基金資産問題部

(タジキスタン）

ミルゾエフパルヴイズルダキ地区裁判所判事

ホジャエフファルフドウシャンベ市経済裁判所判事

ルスタモフファルフ司法省国際投資プロジェクト法務部長
(ウズベキスタン）

ベクチャノフアリシェル司法省経済法部主任顧問

アリポフディルショドタシュケント市経済裁判所判事

オキルウバイドウラエフ対外経済関係投資貿易省法律部主任
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プ比較法制研究セミナ(１１）中央アジア地域別研修

(１２）ネパール国別研修

出水順大阪大学大学院高等司法研究科教授他６名

３回開催

委
会

アドバイザリーグル

②平成２４年度ネパール国別研修「事件管理」

期間：平成２４年９月１８日～９月２７日（１０日間）

場所：法務省法務総合研究所(東京)及びJICA東京国際センター

研修内容：ネパールでは，２００８年５月に、王政の廃止と連邦民主共和国制へ移行

－３３－

平成２４年度第１回ネパール国別研修「民法解説書準備」

期間：平成２４年８月１３日～８月２４日（１２日間）

場所：法務省法務総合研究所(東京)及びJICA東京国際センター

研修内容：ネパールでは、２００８年５月に、王政の廃止と連邦民主共和国制への移

行が宣言され、以後、制憲議会により、憲法制定作業が進められるのと

並行して、法制度の抜本的な近代化を目指し、１９世紀に制定され、現

在もなお効力を有する「ムルキ。アイン法典」（「国法典」～民事実体

法、民事手続法、刑事実体法、刑事手続法の４分野を包摂する基本法典）

の分割・再編墓作業が行われてきた。２０１１年に民法、民事訴訟法、

刑法､刑事訴訟法､量刑法及び調整法の草案が制憲議会に提出された後、

その運用に不可欠な体制作りや関連法令の整備に取り組んでいる。この

民法草案作成に当たって、日本側アドバイザリーグループが、助言。指

導を行ってきたが、ネパール政府は、民法草案完成後には、民法解説書

作成のための民法解説書作成委員会を結成して、民法解説書を２０１２

年度中に完成させることを目標としている。本研修は２０１２年３月の

研修に引き続き日本側アドバイザリーグループと集中協議を実施し、日

本側からの助言。指導によってその内容を向上させることを主要な目的

として、併せて、法務省及び裁判所等を訪問し、関係者と意見交換する

ことにより、日本における立法作業や民事実務に関する知識を習得する

ことも目的として実施したもの。

①

研修員：１０名

ブレシュ。ラジュ。シャルマ法務。司法省事務次官

アンバー・プラサド。パントトリブヴァン大学法学部長

ユヴ・ラジュ。バンダルネパール弁護士会財務部長

ピデゥル。コイララ最高裁判所課長

ジヤヤ。マンガル。プラサドカトマンズロースクール専門家

バス。デヴ・ニュウパネ法務。司法省課長

ラジェンドラ。キショル・クシャトリ法律委員会局長

ラム。クリシュナ。テイマルセナコンサルタント（前最高裁事務総長）

プルニマ。コイララ法務。司法省係長

ナレンドラ。マン。シュレスタ法務。司法省局長



が宣言され、以後、制憲議会により、憲法制定作業が進められるのと並行

して、法制度の抜本的な近代化を目指し、１９世紀に制定され、現在もなお

効力を有する「ムルキ。アイン法典」（「国法典」～民事実体法、民事手

続法、刑事実体法、刑事手続法の４分野を包摂する基本法典）の分割。再

編墓作業が行われてきた。2011年に民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、

量刑法及び調整法の草案が制憲議会に提出された後、その運用に不可欠

な体制作りや関連法令の整備に取り組んでいる。ネパールでは、現在、訴

訟遅延及び「不処罰」（impunity）が大きな問題となっていることから、

司法の信頼回復のためには裁判官等の執務能力の向上と事件処理。管理能

力の強化を図り訴訟遅延及び「不処罰」を解消することが必須である。そ

こで、本研修では、日本における迅速な事件処理へ向けた取組を学ぶこと

により、ネパールにおける訴訟遅延及び「不処罰」の原因を探り、これら

を改善することを目的として実施したもの。

研修員：１０名

ラム．クマール．プラサド・シャフ最高裁判所判事

スシーラ．カルキ最高裁判所判事

ケシヤリ°ラジ・パンディトパタン高等裁判所首席判事

ロヒト・チャンドラ・シャ 最高裁判所事務総長

ヤグヤ・プラサド。バスヤルパタン高等裁判所判事

ビプル．ニュウパネ最高裁判所総務部長

ナフクル．スベデイ 最高裁判所事件令状管理部長

レクナス．ダカルチトワン地方裁判所判事

プナラム・カナルカトマンズ地方裁判所判決執行課長

サナト・チャンドラ．ラワトマヘンドラナガール高等裁判所事務局長代行

(１３)ネパール民法改正支援アドバイザリーグループ

ネパール国別研修(民法及び関連法セミナー)を中心として実施されるネパール民法改
正支援を効果的に推進するためにネパール民法改正支援アドバイザリーグループが設
置されている。

ネパール民法改正支援アドバイザリーグルーフ°

委員松尾弘慶雁義塾大学大学院法務研究科教授他３名
会合８回実施

(１４)モンゴル調停制度強化アドバイザリーグループ

モンゴルにおいては、２００５年から法整備分野の個別専門家派遣を開始し、２００６

年９月から２００８年１１月まで、モンゴル弁護士会と共同で、弁護士会内に法律相談
・調停センターを設置し、調停人の育成などに協力する「モンゴル弁護士会強化プロジ

ェクト」を実施した。これら協力の成果を踏まえ、２０１０年からモンゴル最高裁判所

－３４－



と協力し、調停センターの利用を促進しつつ、モンゴル全国に調停制度を導入する計画

策定を支援する「調停制度強化プロジェクト」を実施しており、２０１２年５月には調

停法が成立し、２０１３年から調停を全国の一審裁判所で導入することが決定している

。フェーズ１は、今年度終了したが、平成２５年度より、フェーズ２として継続するこ

とになっている。

モンゴル調停制度強化アドバイザリーグループ

委員長稲葉一人中京大学法科大学院教授委員他５名

会合５回（フェーズ１）実施

２回（フェーズ２立上げ準備）実施

(１５）ウズベキスタン国「民間セクター活'性化のための行政手続改善アドバイザリーグル

－プ

ウズベキスタンでは、企業活動の発展を法的に阻害している問題として、市場経済発

展に必要な基本的法制度の不備、多量の下位法令と法令間の矛盾、不透明な手続と不

適切な干渉があると指摘されているが、JICAは、法整備を行うことで上述の法的阻害

要因を除去し、企業活動発展の基盤となる制度の強化を目指し、２００５年１１月か

ら２００８年９月にかけて、「企業活動の発展のための民事法令および行政法令の改

善プロジェクト」を実施し、ウズベキスタンの経済発展に資する法整備策として特に

ニーズの高い、行政手続法の制定、民事法令の改善、法令データベース開発に対する

支援を行なった。その後、起草がほぼ完了している行政手続法やその関連法の運用に

対する更なる支援が必要となっているとの認識の下で、民間セクターにおける大きな

課題である行政手続を改善するための支援の妥当性が高いと判断され、２０１０年４

月「民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト」が実施されている。当

初２０１２年３月末に終了予定であったが、半年間延長された。

ウズベキスタン国「民間セクター活性化のための行政手続改善アドバイザリーグループ

委員市橋克哉名古屋大学大学院法学研究科教授他委員６名

会合２回実施

5、その他

（１）公益法人化

①平成２５年３月１８日内閣総理大臣から公益財団法人の認定を取得。

認定番号：府益坦第１５７９号

②平成２５年４月１日公益財団法人国際民商事法センター登記。

（２）機関誌「ＩＣＣＬＣ」発行

第３６号平成２４年６月発行

２０１１年度｢国際民商事法金沢セミナー」
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第３７号平成２４年７月発行

平成２３年度事業報告、平成２４年度事業計画

第３８号平成２４年１１月発行

シンポジウム「アジア市場の形成に向けた日本の役割」

第３９号平成２５年１月発行

ミャンマー・ビジネスロー２０１２

（３）ＩＣＣＬＣニュースレター発行

第２６号平成２５年１月発行

中央アジアにおけるビジネスの可能性

（４）パンフレット作成･ホームページの内容修正

当財団パンフレットの改訂版を作成した。

平成２５年４月からの公益法人化に合わせ、ホームページの全面更改を行った。
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I資産の部

ｌ流動資産

現金預金

有価証券

仮払金

未収入金

流動資産合胃．

２固定資産

(1)基本財産

定期預金

投資有価証券

基本財産合言．

(2)その他の固定資産

建物付属設備

減価償却累言･額

器具備品

減価償却累言･額

電話加入権

差入保証金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

l流動負債

未払金

流動負債合計

２固定負債

固定負債合計

負債合計

]II正味財産の部

一般正味財産

正味財産合計

負債及び正味財産合計

当年度

'8,919,014

10,588,770

32,240

2,709,572

32,249,596

42,500,000

7,500,000

50,000,000

944,005

△815,085
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301,392
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4,306,166

54,306,166

86,555,762
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2,023,741
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86,555,762

前年度

／
／

／
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正味財産増減計算書

平成24年４月１日から平成25年３月８１日まで
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一一正ムー….垂＝－－０回．”－

投資有価
ニーー各局a●
－ －

当期経常増減額
一万一万守普ＬＪ…一一…

黒鴬巽婆

‐当期一般正味財産瑠蔽頭
士、.－、と巳_』_苧一旦■肺二一一皿一一

一般正味財産期末悪言
〒価÷ローＬ玉迄“､一当垂１９国～－

証券評価損益等
吋宇ａｌ

365.753
- －

143.193

204‘1００

1２３．３２５

5４．３７８

3１．５４６

87.940.127

-7.683.081

-7.683.08.

9２．２１５．１０２

84532.021

84.532.021

■
ｒ
－
ｒ
ｆ

一
Ｊ
〃

－ 7一－一一

‐ﾉｰｰ一－‐－‐

ノ ー

科目

_I一般正味財度増減の蔀一一一=グー句令■ﾔ色■a血凸角一●一

二二二(1)経常収益

基本財産受取利息
Ｊ差塁一も一▲－●守画

②受取会費

■③事業収益
■

研修業務受託収益

１－－型量の他一一一一

E癖罰WE冒翻一一

事業翌

委託翌（その他）
ニムタ堂ムロ▲

旅費交通費

■■■会議費
一・－0.…→｡．

識鴬二

５－噌詞留書魂
光熱水道費

消耗什器備品費
”、日上エ埋両向■■一二QpQ

修細費
一面圭一砥上.，.’．

共益費
一＝＝＝字－０…

租税公課
ヨーエ｡一QDFd-o』,■

減価悩却費
一宛Z西．

i菅錘ﾖ闇（詞

一一雪雲(坐勢

諸爾金
＆』や郡幽一一句←智＝力

I■■通信運搬受
がＬｎ４心置室

■■雪尋
印刷製本費
￥ザr■ロ向Ｐ宝冠”●Ｌ望企画

１ ０
2.643.358

2,857,961

399,235

】■■■０

11,784,066
81.504

3０２４００

3.605‘818

1.463.011

'■■■０
１

５画’

303.045

2１７．５１２

10836.834

3,23！‘０２６

1.045.316

１ ０
959‘862

’１'193.100
812.216

一
Ｌ

１ ０
604.222

’--107.214
386.900

総合計

１７，８４７

2３－５００．０００

56.722,221

41.397.901

15.324.320

1６．９７８

Ｂ0.257.046

77,103‘293

23.716.557

11.376.835

8.723.822

12.348.738

623.724

６‘650.307

二|霜I鋤隼塵との比職腫／／
－_ー－－２１．ノ

l■■‐－－7－１

■■－－戸

"－

『

’
１

－アー

前年度

一

閑

Ｆ~－‐－－’

r－－－

｢一一一－弓

増減

－ －
『

一‐

ノ

戸~－－F一一－

－－ラーー
F

ｆ

Ｆ７‐－

|‐

戸7一一

Ｉ
Ｄ
■

－ ／Ｉ

一戸

一存一一

「



ロ

単位:円

ロ

正味財産増減計算醤内訳表

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

ﾛ

－３９－

函ｲ吉・画

科目

ｰ斑諏韮霊Ｅ

－１、経常増減の部
、醗薗富

①基本財団運用益

②受取会費

受取会費

③事業収益

崇醗函冒翻EE瀞

研修業務受託収益
④その

霧著坂猛許一

(2)経常費用一＝

委託費（人

－‐委託費（その他）‐
蒜

一_－通信運搬費
会 議費一
蚕隙§管

場費

｜印刷製本費

諸会費一一一
｜光熱水道費
消耗晶費

消耗什器備品費

器ﾘー ｽ料

》

共益費

法定福利費

租税公選一一

減｛

一一雑費
眉垂喜湿確司

委託費（人件費）－
委託費（その他）
龍
旅費交通費

_－通信運搬費
会議費一一一－一
:竜旨M響菩

一 一会場費一一
印刷製本費
新聞図韓費
諸会費

_－－光熱水道費
消耗品費
消
0Ａ

賃借』
一
画

一
》

法定稿河蚕一一
租税公課

一一支払手数料

一間Ff而Y闘却費一
一難春

稚常費用計

評価

基本財産評価損益等

特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等

評価損益誇計

当期経常増減額

2､経常外増減の部
師醗司闘

(2)経常

当期一般正味財産増減額

正味財産期末残高

謝墾痔

晋蚕1飼管

間図書費

群斗

ム手数料
詞{鑑､胃

瑠

醤器ﾘー ｽ料

段正味財産期首残高

諏亜E調罷勇悪E目残高

弔霧

金

員益等調整前当期経常増減

霞舞減､、弓ﾛ

識制品費一一

也

~収益

費用

噸 層韮垂薩訂n割

壱?】

公益目的事業会計

調査研究・講演会／
セミナー開催事業

17.847

1２６６３１６６

12.697.991

17.332.730

1.451.621
一二

1.258.779

1.407.060

4291.574

468.948

2．１９４６４６

2.613.717’

2.454.761

12939

ｰ
453.240

5.838

０

450.727

182.876

５８．８１５

２７．１８９

1７．３３２．７３０

-4.634.739

-４．６３４－７３９

法整備支援事業

5６，７２２．２２１

41.397.901

15.324.320

5６．７２２２２１

5９．７７０．５６３

2２．２６４．９３６

1０，１１８，０５６
7.316.762

8．０５７．１６４

1５４７７６

4.455,661

29‘641

4０３．２００

386.296

１３３０．８２６

７５．６６６

3０２４００

3.155.091

1280.135

5.400

244230

190.323

5９．７７０．５６３

･3.048.342

-３．０４８．３４２

計

17.847

1２．６６３．１６６

５６．７１，．''１

41.397.901

１５‘324.320

69.420.212

７７．１０３．２９３

23.716.557
一一一一二一一二＝トー一-

11.376.835

８７２３．８２２

刺２．３４８．７３８

623724
一ニニーー

6.650.307

2.643.358

2.857.961

399.235

1.784.066

81504

302.400

3.605.818

１．４６３－０１１

5-400

303.045

217.512

77.103.293

－７６８３．０８１

-７．６８３．０８１

法人会計

1０－８３６８３４

10.836.834

１
１
‐
‐
‐
‐
Ｉ
！
’
’
‐
‐
‐
１
，
’
，
，
’
，
‐
″
！
〃
‐
卿
珊
臓
柵
臓
‐
‐
‐
伽
〃
，
伽
‐
伽
，
〃
‐
仙
‐
帆
‐
‐
‐
‐
蝋
‐
‐
仙
伍
Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｆ
ｊ
Ｊ
Ｊ
ｆ

1０８３６８３４

3.231.026

1.045.316

9５９．８６２

1.193.100

812.216

604.222

iＯ７２１４

386,900
150.782

153.813

１１．６７６

356.958

901.454

3６５．７５３

1４３．１９３

204,100
1２３．３２５

5４３７８

10.836.834

総合計

１７．８４７

23500-000

56.722221
41.397.901

15.324.320

８０．２５７０４６

77.103.293

23.716.557

１１．３７６．８３５

8.723.822

12.348.738

623.724

６．６５０．３０７

2.643.358

2.857.961

399.235

1．７８４０６６

81.504

３０２．４００

3.605.818

1．４６３．０１１

5.400

303.045

２１７．５１２

10.836,834
3.231.026

1０４５．３１６

９５９．８６２

1－１９３．１００

８１２．２１６

６０４２２２

107.214

386.900

1５０．７８２

1５３．８１３

11.676

3５６．９５８

901.454

３６５．７５３

1４３．１９３

204.100

123.325

54.378

87.940.12.

-７．６８３．０８１

-7.683.081

9２．２１５．１０２

8４．５３２０２１

－－84.532.02



(単位

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、
売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

(2)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定率法

なお主な耐用年数はつぎのとおりであります。

建物付属設備１５年

器具備品４～１５年

(3)リース取引の処理方法

リース物権の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取
引については､通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は､税込方式によっております。

2.基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は､次のとおりであります。

:円）

(単位:円）

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は､次のとおりであります。

－４０－

科目

定期預金

投資有価証券

計

当期末残高

42,500,00(）

7,500,000

50,000,000

(うち指定疋味財
産からの充当額）

(うち･-．般財産か
らの充当額）

(42,500,000）

(7,500,000）

(50,000,000）

(うち負債に対応
する額）

科目

定期預金

投資有価証券
｝
三
口

〈
ロ

前期末残高

42,500,000

7,500,000

50,000,000

当期増加額

一

当期減少額 当期末残高

42,500,000

7,500,000

50,000,000



貸借対照表科目

<流動資産）

流動資産合計

(固定資産）

基本財産

現金

普通預金

有価証券

有価証券

未収金

仮払金

定期預金

その他の固定資産建物ｆ･属設備

固定資産合冒。

資産

(流動負債）

流動負債合計

(固定負債）

固定負債合計

負債合

正味財産

器具備品

電話加入権

差入保証金

未払金

財産目録

平成25年３月３１日現在

場所･数量等

手許保管

Ｘ菱東京UFJ銀行虎ノ門支店

みずほ銀行丸の内L1ｺ央支；f,：

呈井住友銀行胃比谷通支店

豆菱東京U町銀行虎ﾉ吟ド央支店

住友信託銀行東京営業部

中国ファンド大和証券

ＭＭＦ大和証券

墓菱東京Ｕ町銀行虎ノ門支店

みずほ銀行丸の内中央支店

三井住友銀行偶比谷通支店

三菱東京UFJ銀行虎ﾉ門中央支店

住友信託銀行東京営業部

有価証券中国ファンド大和証券

港区赤坂1-6-7第九興和ビル別館

賃貸事務所内装工事饗

ペソヱン他

電話加入権

事務所を賃貸するにあたり保証金
を差し入れ

運転資金

運転資金

運転資金

運輯資金

運転資金

運転資金

運転資金

運転資金

使用目的等

JICAよりの業務委託費の未収金

公益月的保有財産であり､運用益を調査･研究
事業及び講演会･セミナー等の開催事業の財
源として使用しているⅢ

共有財産であるため､使用面積の割合により、
下記のと無り按分している。

70%(期末帳簿価格90,034円)は､公益目的保
有財産として､法整備支援事業に使用してい
る。

10%<期末帳簿価格ﾕ2,862円)は､公益則的保
有財産として､調査･研究事業及び講演会･セミ
ナ…等の開催事業に使用している。

20%(期末帳簿価格25,724頂)は､公益1.)的事
業に必要な法人管理活動の用に供する財産と
して､管理業務に使用している。

公益目的保有財産であり､各事業及び管理業
務で使用している共有財産である。

派遣会社に対する委託費の未払い

ホ･･ムペ､‐ヅﾘﾆﾆｪ、アル費ﾉー .１

平成24年度都民税均等割額

平成24年度消費税の見積計上

名刺代

－４１－

(単位;円）

2７，２８１

1７，４７７，４１３

266,393

174,866

1７７，１６３

795,898

292,239

1０，２９６，５３１

2,709,572

ｰ－１ｰ凸￥

32.249.596

ﾕ0,000,000

:0,000,000

７』500,000

７』500,000

71500,000

7,500.000

128,920

388‘854

301,392

3.487.000

54,306,166

86,555,762

837,247

955,500

70,000

143,900

ﾕ７‘０９４

2,023,741

２，０２３，７４１

Ｒ４ＲＲ’、１７



監査報 告 書

公益財団法人国際民商事法センター

理事長原田明夫殿

平成２５年４月２３日

公益財団法人国際民商事法センター

※事蒸紅威喜霧
債服部進嬢蕊

私たちは、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第１７期会計年度

における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

１ 監査の方法の概要

(1)理事より財産の状況について報告を聴取し､帳簿並びに関係書類の閲覧など

必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。

(2)理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務状況について報告を聴取

し､関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性
を検討した。

２監査意見

(1)貸借対照表、正味財産増減計算書、及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と

一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。

(2)事業報告書の内容は真実であると認める。

(3)理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄附行為に違反する
重大な事実はないと認める。

以上

－４２－



平成２５年度事業計画書

(平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

1、公益事業１アジア地域を中心とする民商事法分野での調査。研究及び講演

会。セミナー等の開催並びにその援助

成果物については、印刷物にして関係者に配布するとともにホームページ上に

公開することとしている。

（１）調査。研究事業

①日韓パートナーシップ研修

韓国どは、経済・文化他全般にわたり、従来に増して緊密な関係が進展すると

期待されており、当財団は法務省と共同して、平成１１年度より法務省｡法務局

と裁判所の職員､韓国の大法院(最高裁)･各級法院に勤務する登記及び執行関係

職員との間で所掌業務に関する諸問題について相互に研究検討するパートナー

シップ研修を実施している。平成２５年度は引き続いて「不動産登記制度、商

業登記制度、戸籍・供託制度及び民事執行制度をめぐる実務上の諸問題」をテ

ーマとして、６月に高陽(韓国)、１１月に東京で研修を実施する予定である。

②アジア太平洋地域法制度調査研究

当財団は、法務省法務総合研究所と共同して、アジア太平洋地域の法制度につ

いて関西の学者、実務家に依頼し、研究会を実施している。第１期「倒産法及

び倒産法に関連する担保」、第２期「ＡＤＲ」、第３期「知的財産権保護法制」、

第４期「国際会社法比較研究」、第５期「株主代表訴訟」、第６期「監査制度」

を実施してきたが、平成２４年度より３年間の予定で、「会社情報の提供制度」

について研究事業を実施している。

会社情報提供制度研究会

主催：法務省法務総合研究所、当財団

期間：平成２４年度より３年間

対象国。地域（予定）：韓国､ベトナム、台湾、シンガポール

研究会：座長近藤光男神戸大学教授

研究会委員：９名

当年度は定期的研究会開催及び上記対象国｡地域への現地調査等を中心に実施

する予定。

③インドネシア裁判官人材育成強化共同研究

前年度に引き続き、当財団は、法務省法務総合研究所と共同して、インドネシ

ア最高裁判事らを招いて研究事業を行う予定としている。

－４３－



④ロシア会社法制度調査研究

前年度に引き続き、極東アジアの法制度調査研究に関連し、専門家のロシア法

に関する成果物の出版について、当財団として協力する予定。

(2)セミナー、講演会、シンポジウム事業

①日中民商事法セミナー

当財団は中国国家発展改革委員会を中国側の相手方として他関係機関の協力も

得て中国との法律交流事業を取り進めているが､平成２５年度は第１８回日中

民商事法セミナーを次のとおり開催する予定。

時期･場所

テーマ

主催日本

中国

中国側講師

平成２５年１０月東京及び大阪

未定（検討中）

法務省法務総合研究所、日本貿易振興機構（ジェトロ）、当財団

国家発展改革委員会

テーマに関する専門家講師２～３名招鴫

本セミナーでは日中の開催地側(今年度は日本側）より時機に応じたテーマを取

り上げて相手国の専門家を招鴫し講演を行ってもらう方式をとっており､今年度

は日本側からから要望を出すことになっている。

日中民商事法セミナーは、当財団設立以来継続してきた重要プロジェクトであ

り、日中双方の民商事法分野での専門家の交流を通じ､広く企業等実務家にも有

意義であるとの評価を受けており、この内容の一層の充実を図るとともに、ます

ます国家発展改革委員会との友好関係を深め､将来に向け新たな協力事業も検討

したい。

②国際民商事法講演会

特定国について関心の高いテーマを選び､当該国の専門家による講演会を機会あ

る毎に開催しており、前年度は「ミャンマー。ピジネスロー」をテーマとして実
施した。

当年度も法務省法務総合研究所他関係諸機関の協力を得て､前年度に引き続き６

月にミャンマー連邦法務長官を招聴し、講演会を開催する予定としている。

③商事法務研究会講演会

前年度、公益社団法人商事法務研究会等と共催して、「アジア市場の形成に向け

た日本の役割」をテーマにしてシンポジウムを開催したが、好評であったので、

今年度も引き続き企業に関心あるテーマを選び､講演会もしくはシンポジウムの
開催を予定している。
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④国際民商事法「金沢セミナー」

アジア。東南アジア地域におけるビジネス法関連の情報交換と、同地域における

ビジネス法｡経済法分野での法整備支援のニーズ及びドナー間連携の可能性につ

いて意見及び'情報交換を行うことを目的として国内外の専門家を招いて実施し

ている。平成２５年度は、次のとおり開催する予定である。

時期･場所

テーマ

主催

平成２６年３月金沢

未定（検討中）

石川国際民商事法センター、当財団、

北国新聞社及び法務省法務総合研究所

⑤人材育成のためのシンポジウム

法整備支援を促進するためには、これを支える国内人材の育成と活用が極めて重

要であり、さまざまな人的資源を発掘。確保するための一方策として、法整備支

援を担う次世代の若者らとの意見交換の場を提供することが必要である。法務省

法務総合研究所、名古屋大学法制国際教育協力研究センター(CALE)、当財団他が

主催して、他大学生，法科雪大学院生。若手法曹や研究者を対象に、平成２１年８

月に「わたしたちの法整備支援～ともに考えよう！法の世界の国際協力」シンポ

ジウムを開催し、その後継続している。平成２５年度は、引き続き、人材育成を

テーマして、サマースクール等と連動させて、６月にキックオフセミナーを、

１１月にシンポジウムを夫々開催する予定である。

上記の他に、法務省をはじめとしてアジア諸国の法制度に関係している諸団体が

行う事業で、当財団の目的趣旨に沿うものについては、その成果を上げるべく、

当財団としても積極的に協力することとしている。

2、公益事業２法整備支援事業

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、政府開発援助(ODA)の一環として、主と

してアジア諸国を対象に法整備支援及び法曹人材の育成支援のため、各国より

立法担当者や政府関係者を招致し、日本の法制度やその運用システムの研修を

実施している他、現地へ専門家を派遣したり、法律草案作成、法曹養成教育機

関への協力等の支援プロジェクトを拡大している。

当財団は、国際協力機構による民商事分野の支援事業を平成１２年度より随意

契約で受託し、法務省法務総合研究所他関係先と協力し実施してきた。平成２

０年度よりは共同研究会･作業部会等の運営管理業務については公示･応募によ

るプロポーザル方式に変更され、当財団ではこれに応募し受託業者として選定

され、平成２０年度、２１年度委託業務を実施した。平成２２年度～２４年度

については一般競争入札となり、当財団はこれに参加し所定の手続きを経て平

成２２～２４年度の業務委託契約を締結した。平成２５～２７年度についても

前３年間と同様の業務委託契約を締結する予定としている。なお、個々の本邦
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研修についてはこれまで個別に随意契約で実施してきたが、平成２５年度から

は、前記の業務委託契約に含まれることになっている。

国際協力機構受託事業収入の過去5年間の推移は以下のとおりである。

受託事業収入（千円）

平成２０年度５５，４９４

平成２１年度６７，３３４

平成２２年度６１，２３０

平成２３年度５７，５３４

平成２４年度５６，７２２

（１）ベトナム

平成２３年４月から４年間の期間で、ベトナム法・司法制度改革支援プロジェクト

フェーズ２を実施している。このプロジェクトは、司法省。最高人民裁判所。最高

人民検察院を支援対象機関とし、支援の重点を「法の運用体制の強化」、「法曹等

の能力強化。人材育成」に置き、司法機関（裁判所・検察庁）及び司法補助機関（判

決執行機関等）の能力の改善に向けた取組を行う一方で民法改正、裁判所組織法改

正等の起草支援を行うものである。

平成２５年度は、本プロジェクトに対応した支援組織。協力体制の維持。構築をさ
らに充実させていくため、司法省。最高人民裁判所。最高人民検察院それぞれから

３回に分けて１０名の研修員を２週間招聡して、本邦研修を実施する予定である。

また、中央司法関係機関による法規範文書の運用及び裁判実務改善にかかる組織能

力向上、地方の課題への指導･助言能力強化、法規範文書の起草･改正を支援するた

め、ベトナム民法共同研究会（委員長森蔦昭夫公益財団法人日本環境協会理事

長委員他１１名）、ベトナム裁判実務改善研究会（委員長村上敬一元東京高等
裁判所部総括判事委員他４名）を開催する予定である。

(2)カンボジア

平成２４年４月から５年間の期間で、民法。民事訴訟法普及プロジェクトを実施し

ている。このプロジェクトは、司法省・王立司法学院・弁護士会。王立法律経済大

学を支援対象機関とし、各機関の中核人材の能力強化等を通じて，カンボジア民法，
民事訴訟法及び関連法令を適切に解釈，運用し，かつ，将来自立的・持続的に現行
法の運用及び新法の起草を可能にすることを目指すものである。

平成２５年度は，前記の支援対象４機関から２回に分けて１０名の研修員を２週間
招鴫し、民事関連法令の起草。改正、運用に対し適切に対応する体制及び能力の整

備。育成のための本邦研修、並び司法省から２回に分けて１０名の研修員を２週間
招鴫し､･民法関連不動産登記共同省令起草・普及の支援のための本邦研修を実施す
る予定である。
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また、民法。民事訴訟法関連附属法令等の起草。立法化支援と民法・民事訴訟法運

用のための諸活動支援のため、カンボジア民法作業部会（部会長森篇昭夫公益

財団法人日本環境協会理事長委員他１３名）、カンボジア民事訴訟法作業部会(部

会長竹下守夫法務省特別顧問委員他１３名）、カンボジア不動産登記実務ア

ドバイザリーグループ（委員南敏文元東京高等裁判所部総括判事他８名）を

開催する予定である。

（３）中国

平成２５年度は、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（民法室）を支援対

象機関として、「民事訴訟法及び民事関連法」の起草支援を継続して実施し、その

一環として民法室、最高人民法院等から１０名の研修員を２週間招鴫し本邦研修を

実施する予定である。

また､上記研修の支援組織として中国民事訴訟法研究会(委員長上原敏夫明治大

学法科大学院教授委員他９名)並びに相続法と消費者権益保護法支援を中心とし

た中国民事関連法アドバイザリーグループ（委員稲田龍樹学習院大学法科大学

院教授他２名）を開催する予定である。

加えて、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（行政法室）を支援対象機関

として、中国の行政関連法改正に関する日本の法律及び司法実務への理解を深め、

行政関連法改正に生かすことを目的として「行政訴訟法及び行政関連法」の起草支

援を実施し、その一環として行政法室等から１０名の研修員を２週間招聴し本邦研

修を実施する予定である。

また、上記研修の支援組織として中国行政訴訟法及び行政関連法アドバイザリーグ

ループ（委員村上敬一元東京高等裁判所部総括判事他４名）を開催する予定

である。

（４）ラオス

平成２２年７月より４年間の期間で､司法省･最高人民裁判所･最高人民検察院･ラオ

ス国立大学を対象機関とし､ラオス法理論の構築と法理論に基づく司法･立法実務上

の問題分析を通じ、同国法学教育及び法務･司法関係機関の人材･組織強化を支援す

るプロジェクトを実施している。

平成２５年度は、上記プロジェクトに対応した支援組織。協力体制の維持・構築を

さらに充実させていく。民法、民事訴訟法、刑事訴訟法に分けて、それぞれ関係者

を１５名、１０日間招聡し本邦研修を実施する予定である。

また、支援組織であるラオス民法アドバイザリーグループ（委員松尾弘慶膳義

塾大学大学院法務研究科教授他４名）、ラオス民事訴訟法アドバイザリーグルー

プ（委員名津井吉裕大阪大学大学院高等司法研究科准教授他４名）、ラオス
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刑事訴訟法アドバイザリーグループ(委員加藤克佳名城大学法学部･大学院法学

研究科教授他５名）を開催する予定である。

（５）中央アジア比較法制研究セミナー

中央アジア諸国（ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン）の裁

判官・立法担当者等を対象として、市場経済化にふさわしい法制度を独自で整備し、

その解釈。運用を適切に行えるようにするため、各国の企業法制についての運用状

況や問題点を明らかにすると共に、現地の法曹関係者への普及を目的としたセミナ

ーを実施している。

平成２５年度は、対象の４カ国から関係者１２名を２週間招聡し、本邦研修を実施

する予定である。

（６）ネパール

平成２１年度よりネパール民法改正支援のため、「民法及び関連法セミナー｣として

本邦研修が実施されており、平成２５年度は、民法改正の委員会メンバーを中心に

１０名、２週間招膳し本邦研修を実施する予定である。

また、本支援を効果的に推進するためにネパール民法改正支援アドバイザリーグル

ープ（委員松尾弘慶膳義塾大学法科大学院法務研究科教授他３名）を開催す

る予定である。

(7)モンゴル

調停制度導入に向けた技術支援､弁護士会｡調停センターの運営能力強化を目指した

調停制度強化プロジェクトを実施しており、モンゴル調停制度強化アドバイザリー

グループ（委員長稲葉一人中京大学法科大学院教授委員他５名)を開催する

予定である。

３、その他

（１）機関誌「ＩＣＣＬＣ」発行

平成２５年７月発行予定

平成２４年度事業報告、平成２５年度事業計画を掲載

その他、セミナー。講演会の成果物として、機関誌「ＩＣＣＬＣ」もしくは

ニュースレター「ＩＣＣＬＣＮＥＷＳ」を随時発行予定

（２）パンフレット作成･ホームページの維持

当財団パンフレットの改訂、ホームページのメンテナンス等を行う。

ホームページでは、財団の活動を幅広く知ってもらうため、セミナー。講演

－４８－



会等の案内を都度掲載し、またその成果物についても、極力ホームページ上

で公開することとしている。

（３）法整備支援連絡会

平成１２年から法整備支援に関する関係機関が一堂に会し、意見や情報の交

換を行う場として、法整備支援連絡会を開催している。平成２５年度は従来

と同様、平成２６年１月に大阪で開催される予定である。（当財団後援）

（４）事務所移転

赤坂の現事務所の一帯が再開発地域となっていることから、今年中に事務所

を移転する必要がある。新たな物件は、現事務所の近辺で探すことにしてお

(５）

り、移転の時期としては、７月～８月を考えている。

会計ソフトの導入

平成２５年度中に会計ソフトの導入を予定している。
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科目

I一般正味財度増減の部

１，経常増減の部

(1)経常収益

①基本財団運用益
基本財産受取利息

②受取会費

受取会費

③事業収益

業務受託収益

研修業務受託収益

④その他

受取利息

その他

経常収益計

(2)経常費用

事業費

委託費（人件費）

委託費（その他〕

諸謝金

旅費交通費

通信運搬費

臓費

交際費

会場費．

印刷製本費

一新聞図書費
諸会費

光熱水道費

消耗品費

消耗+･･器備品費一一
ＯＡ機器ﾘー ｽ料
修繕盛

賃借料

共益費

法定福利費

租税公課一一一

支払手数料

減価償却強

雑費

管理費（注）

委託費（人件賀）

委託費〈その他）
諸謝金

旅費交通費

通信運搬費

会議費

交際費

場費

印刷製本費

新聞図審饗

諸会費

光熱水道費

消耗品費

消耗什器備品費一
ＯＡ機器ﾘー ｽ料

修繕費

質借料

Ｉ共益費一一
法定福利費

租税公課一一一
支払手数料

減価憐却費

経常愛用計

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益鐸

特定資産評価損益等

投資有価証券評価損益等
評価損益等計

当期経常増減額

2,経鱗外増減の部
〈T〕経常外収益

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

｜正味財産期末残高

収支予算書

平成25年４月.１日から平成26年３月３１日まで

胸壷研究・鯛演会ノ
セミナー開催蔀案

１７．８４７

13,544,706

1６．９７８

13.579.531

7.299.085

344.882

076.675

682.500

6.842313

143,025

2.022.279
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面積：83.296㎡（25.197坪）

賃料：343.939円/月（坪13,650円)、共益費：79,370円/月（坪3,150円）

賃料十共益費：423,309円/月（坪16,800円）

敷金：６か月

契約期間：２年間（更新可）

解約条件：６か月前に文書にて予告、入居時の現状に復帰

公益財団法人国際民商事法センター本店所在地移転の件

１，移転先（予定）：東京都港区赤坂１丁目３番５号赤坂アビタシオンビル

２，移転時期（予定）：平成２５年７月～８月

3、赤坂アビタシオンビル概要

（１）竣工：昭和４８年３月

（２）構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造地上８階建

建築面積306.671㎡（92.767坪）

延床面積2,457.840㎡（743.496坪）

（３）設計／施行：協立設計／戸田建設

（４）耐震：平成７年１０月制定の耐震基準と同程度の耐震性能を持つことを

竹中工務店が確認

（５）設備：各室単独冷暖房付属、トイレ。流しは各階共用

（６）管理体制：管理人常駐、夜間警備員常駐、機械警備（アラコムシステム）

４，賃貸条件

（１）

（２）

平成２５年４月２４日

ｊ
ｊ
１

３
４
５

く
く
く

【参考】現物件

（１）面積：98.56㎡（29.81坪）

（２）賃料：375,606円/月（坪12,600円)、共益費：125,202円/月（坪4,200円）

賃料十共益費：500,808円/月（坪16,800円）

坪単価は同じ故、面積が減少した分、77,499円/月負担が少なくなる。

赤坂アピタシオンビル地図次ページ

以上
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